
 
 

 
 
 

 

 
 

新潟県から、新潟県内全域に飲食店等への営業時間短縮の協力要請が発出されました。そのなかで、「にいが

た安心なお店応援プロジェクト」認証飲食店は、午後 9 時までの営業（酒類の提供は午後 8 時まで）が認め

られるなど、認証されていない飲食店に比べて優遇されています。今後も、認証店と非認証店で差がつけら

れることが予想されます。まだ「にいがた安心なお店応援プロジェクト」の認証取得をされていない店舗に

於かれましては、早めの申請をお願いします。飲食店及び食事を提供している宿泊施設については、県の認

証を受けると「ゆざわ安心おもてなしプロジェクト」の認証の手続きが簡略化されます。期限が迫っていま

すので、早めの申請をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【対象業種】宿泊施設 

【受付期間】受付中～令和 3 年 12 月 28 日まで 
※適応期間：令和 2 年 5 月 14 日～令和 4 年 1 月 31 日 

※補助金額（上限）：1～9 室 75 万円/施設、10～29 室 150 万円/施設 

          30～49 室 450 万円/施設、50 室～ 750 万円/施設 

※補助率：3/4（消耗品は 1/2） 

所管 新潟県宿泊事業者感染防止対策支援事業補助金事務局 TEL.025-288-6035 

 
 
 

 

【対象業種】飲食店・飲食を提供する宿泊施設等 

【受付期間】受付中～令和 3 年 9 月 30 日まで 
※補助金額：1 店舗あたり上限 50 万  ※補助率：3/4 

所管 新潟県 感染症対策認証店舗補助金センター TEL.025-288-6526 

 
 

【対象業種】日常的に一定の観光客又は町民の出入りがある営利を目的とした事業者 

【概要】「ゆざわ安心おもてなしプロジェクト」の認証を取得するための支援 

【受付期間】受付中～令和 4 年 3 月 18 日まで 
※補助金額：上限 10 万円  ※補助率：対象経費の 3/4 

所管 湯沢町役場 産業観光部観光商工課 TEL.025-784-4850 


